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議案第６７号旭川市宿泊税条例の制定に対する附帯決議

本市の宿泊税については制度設計上未成熟であり，その課税額や使途の根拠が明確ではない

ことや，宿泊事業者から十分な合意が得られていないことなど拙速な部分があることが予算審

議の中で明らかとなった。

宿泊税の課税額１泊２００円や使途の根拠を明確にすることのほか，宿泊弱者対策を定める

ことや宿泊事業者と十分な合意形成を図るなど，課題を整理した上で実施すること。

以上，決議する。

旭 川 市 議 会


